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専門家登録の流れ  
専門家登録の流れを以下に示します。 
 
 
 
 

  

④ 
専門家登録 

完了 

登録者へ 
メールを送信 

管理者へ 
メールを送信 

入力項目を印刷 

③ 
専門家登録 
入力確認 

② 
専門家登録 

入力 

① 
専門家登録 

（登録前の確認） 

登録条件を満たす場合
のみ専門家登録入力に
遷移できます 
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専門家登録の表示 
専門家登録画面を表示する操作を説明します。 
 
(1) トップページを表示します。 

トップページ URL：https://www.nice-o.or.jp/ 
(2) グローバルメニューの「支援メニュー」上にマウスポイントを置くと、サブメニューが表示されま

す。 
(3) 表示されたサブメニューから目的別の「相談をしたい」を選択します。 
(4) 一覧より「専門家派遣事業」を押下します。 
(5) 専門家派遣事業画面が表示されます。 
(6) 画面下にある「専門家の登録など＜専門家向け＞」ボタンを押下します。 
(7) 専門家派遣事業＜専門家向け＞画面が表示されます。 
(8) 「２．専門家名簿への登録」にある「専門家登録（登録前の確認）」ボタンを押下します。 
(9) 専門家登録（登録前の確認）画面が表示されます。 
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1．トップページ 
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＜支援メニュー画面＞ 
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4．専門家派遣事業画面 
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6．専門家派遣事業＜専門家向け＞画面 



  [文書のタイトル] 

 

  
9 / 23 

 

 
 
 
 
 
 
  

8．専門家登録（登録前の確認）画
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① 専門家登録（登録前の確認） 
専門家登録できる条件を満たしているか確認する画面になります。 
条件は以下となります。 

 ・専門資格を持っている 
 ・専門資格を持っていないが、10年以上の実績がある 

①企業・大学・公的研究機関等の管理者、技術者として 10年以上の実績がある 
②創業・経営革新・販路開拓・商品開発等の中小企業支援の経験実績がある 

※専門家資格：中小企業診断士・税理士・公認会計士・(特定)社会保険労務士・建築士・弁理士・司
法書士・行政書士・弁護士・販売士・情報処理技術者・技術士・ISO審査員(補）・HACCP 専門講師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

メッセージア
ラート表示 

Q1.専門資格を持って
いますか？ 

Q2.下記の２つの要件
を満たしています

「専門家登録入
力フォームへ」
ボタン表示 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 
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専門家登録（登録前の確認）の操作を説明します。 
 
(1) 「専門資格を持っていますか？」について回答を選択してください。 
(2) 「専門資格を持っていますか？」に「はい」で回答した場合、「専門家登録入力フォームへ」ボタン

が表示されます。 
(3) 「専門資格を持っていますか？」に「いいえ」で回答した場合、「下記の 2つの要件を満たしていま

すか？」設問が表示されます。 
(4) 「下記の 2つの要件を満たしていますか？」に「はい」で回答した場合、「専門家登録入力フォーム

へ」ボタンが表示されます。 
(5) 「下記の 2つの要件を満たしていますか？」に「いいえ」で回答した場合、メッセージアラートが

表示されます。 
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4．「はい」を選択した場合 
 

3 

5．「いいえ」を選択した場合 
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② 専門家登録入力 
専門家登録入力の操作を説明します。 
 
(1) プロフィール情報を入力します。 
(2) 住所を入力します。 
(3) 勤務先を入力します。 
(4) 保有資格を入力します。 
(5) 主な職歴(自営を含む)を入力します。 
(6) 最近の主な支援・診断実績を入力します。 
(7) 個人情報保護方針をご確認いただき、「承諾します」へチェックを入れます。 
(8) (1)～(7)まで入力した内容で問題ない場合は、「確認」ボタンを押下します。専門家登録入力確認画

面が表示されます。 
(9) 登録をキャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押下します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．プロフィール情報 
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2．住所 
 

 

3．勤務先 
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4．保有資格 
 

 

5．主な職歴（自営を含む） 
 

 



  [文書のタイトル] 

 

  
16 / 23 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6．最近の主な支援・診断実績 
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③ 専門家登録入力確認 
 
専門家登録入力確認の操作を説明します。 
 
(1) 入力内容を確認後、「印刷」ボタンを押下します。 

※確認した内容を修正したい場合は、「戻る」ボタンを押下します。専門家登録入力画面へ戻りま
す。 

(2) 印刷プレビュー画面が表示されます(別ウィンドウ)。使用しているブラウザの印刷機能で専門家名
簿登録依頼書の印刷をおこなってください。 

(3) 印刷後、「登録」ボタンが選択できるようになりますので、「登録」ボタンを押下します。専門家登
録完了画面へ遷移します。 
※「登録」ボタンを押下した後に再度、印刷することはできません。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜登録情報確認画面＞ 

1 
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2．印刷プレビュー画面 
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3．「印刷」ボタン押下後の登録情報確認画面 
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④ 専門家登録完了 
 
専門家登録完了の操作を説明します。 
 
(1) 専門家登録完了画面が表示され、登録者と管理者へメールが送信されます。 

※この時点では専門家名簿には公開されません。管理者が承認してから専門家名簿に公開されます。 
(2) 「ホームに戻る」を押下すると、トップページへ遷移します。 
 

 
 
  

2 

1．専門家登録完了画面 
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＜登録者へのメールサンプル＞ 

件名：専門家登録の仮申請について 
 ･････････････････････････････････････ 
＜登録者＞ 様 
この度は、専門家の仮申請いただき誠にありがとうございました。 
まだ、正式なご登録ではございませんので、ご承知おきください。 
 
＜今後の手続きのご案内＞ 
 仮申請入力が完了しましたので、下記の１～３を揃えて郵送にてご送付ください。 
 
１  専門家名簿登録依頼書（様式第４号）【顔写真を添付したもの】 
２  登録要件を満たす資格を有する方は、その免状等の写し 
   登録要件を満たす資格を有しない方は、本人の確認できるもの（運転免許証
等）の写し 
３  専門家名簿同意書（様式第５号）【押印したもの】 
※下記 URLより、様式をダウンロードのうえ、ご使用ください。 
https://www.nice-o.or.jp/document/yoshiki.docx 
 
当機構に到着後、登録名簿の要件に適合することが確認できましたら、 
HP 上への公開にて、登録名簿への本登録とさせていただきます。 
HP に公開になりましたら、再度メールにてお知らせいたします。 
 
ご不明な点は、下記まで連絡をお願いいたします。 
このメールにお心当たりのない方は、お手数をお掛けいたしますが、 
下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 
 
=============================================== 
 公益財団法人 長野県産業振興機構 
 〒380-0928 長野市若里 1-18-1 
 長野県工業技術総合センター3F 
 TEL 026-227-5028 / FAX 026-227-6086 
 haken@nice-o.or.jp 
=============================================== 

https://www.nice-o.or.jp/document/yoshiki.docx
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＜管理者へのメールサンプル＞ 

件名：専門家登録の申し込みがありました 

 ･････････････････････････････････････ 
管理者 様 
専門家登録フォームより申し込みがありました。 
登録者：＜登録者＞ 様 
管理画面にログイン後、ご確認をお願いします。 
URL：http:// xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx 
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